
 

（１）暮らしの中のさまざまな心配ごとや悩みごとの相談に応じ、解消に向けて共に考え、適切な助言・援助・紹介等を行う。 

（２）各種の研修会等を活用し相談員としての知識を高め、相談者への円滑な対応ができるよう情報の共有を図る。 

（３）相談を通じて知り得た個人情報等は秘密保持を厳守する。 

◆ 心配ごと相談所開設  毎月 第２・４火曜日 ９：００～１２：００石井町社会福祉協議会 会議室 

◆ 心配ごと相談員    １０名（民生委員、人権擁護委員、行政相談員、有識者等） 

◆ 開設日時等の広報   石井有線放送での文字放送（毎月）、社協だより、広報いしい、ホームページ等に掲載 

 

＊＊＊ 相談受付からの流れ ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

※ 事前にご連絡をいただいた場合は、相談の内容を出来る限りお聞きして事前対応等の準備をします。 

※ 開設日以外で電話等による相談が寄せられた場合は、社協職員が対応させていただきます。 

※ 相談受付日以降も支援や見守り等が必要な場合は、継続して行います。 

※ 多様な機関や事業との関連性を持たせて、相談者と共に解決できるようにします。 

 

事
前
連
絡 

相
談
内
容
聞
き
取
り 

来 

所 

相
談
員
に
よ
る
対
応 

＊
相
談
内
容
の
整
理 

＊
今
後
の
対
応
を
相
談 

＊
社
協
内
で
の
共
有 

電
話
や
訪
問
に
よ
る 

つ
な
ぎ
・
伝
達
等 

見
守
り
・
確
認
等 



 

 
 

 


